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Ｚ－73－Ｄ ラストスパート模試 第１予想〔第一問〕答案用紙 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－1 － 

問１⑴ 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度制度について 

① 長期大規模工事以外の工事における工事進行基準の適用要件 

内国法人が、工事（着工事業年度中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模

工事を除く。）の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業

年度からその目的物の引渡事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において工事進行基準

の方法により経理したとき 

  ② ①の適用を受けた事業年度後の事業年度において、①の適用要件を満たさなかった場合 

着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において工事進行基準の方法により経理しなかった

場合には、その経理しなかった決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、工事進行基

準は適用されない。 

 

  ③ 工事進行基準の計上を強いられる長期大規模工事の意義 

工事（製造及びソフトウエアの開発を含む。）のうち、次の要件を満たすものをいう。 

⑴ 着手日から契約に定められている目的物の引渡期日までの期間が１年以上であること。 

⑵ 請負対価の額が、10億円以上であること。 

⑶ 契約において、請負対価の額の
１

２
以上が目的物の引渡期日から１年を経過する日後に支払われること

が定められていないものであること。 

⑵ リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度 

① 延払基準の適用要件 

内国法人が、リース譲渡を行った場合において、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そ

の事業年度以後の各事業年度の確定した決算において延払基準の方法により経理したとき 

 

② 法人税法第63条第２項の適用を受けるための同条第６項及び第７項に規定する適用要件 

 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－2 － 

問２⑴ 

（合併対価に関する要件）［３点］ 

被合併法人の株主等に対し合併法人株式又は合併親法人株式以外の資産の交付がないことが要件と

なる
 したがって、合併対価としてＰ社株式のみを交付することが要件となる。 

 

（合併当事者間の要件）［６点］ 

 Ｑ社とＲ社の間に株式の保有関係がないことから、次の共同事業要件のすべてを満たすことが要件

となる
⑴ 事業関連性要件 

被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること。 

役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること。 

⑶ 従業者の引継ぎ要件 

被合併法人の合併直前の従業者総数の80％以上が合併後に合併法人の業務に従事することが見込

まれていること
⑷ 事業継続要件 

被合併法人の被合併事業が合併後に合併法人において引き続き営まれることが見込まれているこ

と
⑸ 株式継続保有要件 

被合併法人の株主等でその合併により交付を受ける株式の全部を継続して保有することが見込ま

れる者が有する被合併法人の
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－3 － 

問２ ⑵ 

（Ｄ社の課税関係）［７点］ 

 合併法人は、被合併法人から資産及び負債を被合併法人における帳簿価額で受け入れ、合併対価と

して交付する合併親法人株式
は帳簿価額により譲渡したものとされるため、特に課税関係は生じない。 

 なお、適格合併があった場合の合併法人における主な取扱いは、次のとおりである。 

⑴ 適格合併により移転を受けた資産及び負債は、被合併法人の最後事業年度終了時の帳簿価額によ

る引継ぎを受けたものとする
⑵ 適格合併により合併親法人株式を交付した場合におけるその譲渡対価の額は、その適格合併の直

前の帳簿価額相当額とする
⑶ 次の金額の合計額は、資本金等の額の増加額とする。 

① 合併により増加した資本金の額 

② 被合併法人の最後事業年度終了時の資本金等の額から増加資本金額等を減算した金額 

⑷ 移転を受けた資産の帳簿価額から負債の帳簿価額及び増加した資本金等の額等を減算した金額

は 利益積立金額の増加額とす
る。 

 

（Ｇ社の課税関係）［ 

 

 

 

 

 被合併法人が、合併により移転した資産等は帳簿価額により合併法人へと引継がれるため、特に課

税関係は生じない
 なお、適格合併があった場合の被合併法人における主な取扱いは、次のとおりである。 

⑴ 被合併法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、最後事業

年度終了時の帳簿価額による
引継ぎをしたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。 

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－4 － 

（Ｈ社の課税関係）⑵ 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合には、その事業年度

開始 から合併 前 ま 期間をそ 被合
併法人の事業年度とみなす。 

（Ｓ社の課税関係）［４点］ 

 適格合併の場合には、被合併法人の株主においてみなし配当は生じない。また、株式のみの交付を

受けているため有価証券の譲
渡損益も認識しないことから、特に課税関係は生じない。 

なお、適格合併があった場合の被合併法人における主な取扱いは、次のとおりである。 

合併親法人株式の取得価額は、合併親法人株式以外の資産の交付がないことから、被合併法人の

株式の合併直前の帳簿価額（交
付費用の額を加算した金額）とし、有価証券の譲渡損益の計算における譲渡対価の額は、被合併法

人株式の合併直前の帳簿価額
とする。 

 

 

 



Ｚ－73－Ｄ ラストスパート模試 第１予想〔第二問〕答案用紙 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－5 － 

 別表四 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）              (単位：円) 

区          分 総      額 

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額 各自の金額★  98,440,141   

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

保 険 積 立 金 計 上 も れ 

損 金 経 理 法 人 税 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 

損 金 経 理 住 民 税 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 

損 金 経 理 過 怠 税 

損 金 経 理 附 帯 税 等 

貯 蔵 品 計 上 も れ 

工 事 収 益 計 上 も れ 

Ｃ 土 地 圧 縮 超 過 額 

圧 縮 特 別 勘 定 繰 入 超 過 額 

減 価 償 却 超 過 額 

（Ｇ 建 物） 

（車 両 運 搬 具） 

移 転 価 格 否 認 

会館建設負担金繰延資産償却超過額 

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入

未 収 利 子 計 上 も

一 括 貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過

 

★          900,000 

★         11,506,300 

★           506,100 

★         1,875,400 

★         35,000,000 

★           45,000 

★          112,900 

★           25,000  

★         390,000,000 

★         11,000,000 

★         1,500,000 

 

★          750,000 

★           83,334 

★         1,000,000 

★         1,485,417 

★         2,458,000 

★          1,000,000 

★             75,566 

 

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－6 － 

 

 別表四 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）              (単位：円) 

区          分 総      額 

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

算 

保 険 積 立 金 計 上 も れ 

損 金 経 理 法 人 税 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 

損 金 経 理 住 民 税 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 

損 金 経 理 過 怠 税 

損 金 経 理 附 帯 税 等 

貯 蔵 品 計 上 も れ 

工 事 収 益 計 上 も れ 

Ｃ 土 地 圧 縮 超 過 額 

圧 縮 特 別 勘 定 繰 入 超 過 額 

減 価 償 却 超 過 額 

（Ｇ 建 物） 

（車両運搬具） 

移 転 価 格 否 認 

会館建設負担金繰延資産償却超過

額 

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入

未 収 利 子 計 上 も

一 括 貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過

 

★   

66 

 

 

小          計 456,323,017 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－7 － 

 別表四 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その３）              (単位：円) 

区          分 総      額 

減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

公 共 下 水 道 繰 延 資 産 償 却 超 過 額 認 容 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等 

工 事 費 用 計 上 も れ 

減 価 償 却 超 過 額 認 容 

（Ｅ 建 物） 

圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金 認 定 損 

寄 附 金 認 定 損 

車 両 運 搬 具 取 得 価 額 減 額 損 

貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 認 容 

 

 

 

 
 

 

★          60,000 

★          6,215,700 

★        422,500,000 

 

★          450,000 

★         7,500,000 

★          5,000,000 

★          1,000,000 

★             37,458 

 

 

小          計 442,763,158 

仮            計 115,000,000 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 ★         5,000,000 

  

  

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計  120,000,000 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額  120,000,000 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－8 － 

 別表五㈠Ⅰ 
 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書⑴ （単位：円）

区      分 
期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

当  期  の  増  減 差引翌期首現在
利 益 積 立 金 額減 増 

利 益 準 備 金  

別 途 積 立 金  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－9 － 

 別表五㈠Ⅰ
 

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書⑵ （単位：円）

区      分 
期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

当  期  の  増  減 差引翌期首現在
利 益 積 立 金 額減 増 

 

   

   

   

   

   

   

繰 越 損 益 金   

納 税 充 当 金 33,426,200 33,426,200 35,000,000     35,000,000

未 納 法 人 税 
未 納 地 方 法 人 税 

 

中間  

確定  

未 納 住 民 税  

中間  

確定  

差 引 合 計 額   

 

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－10 － 

計算過程⑴ 

【税務調査による指摘事項等】 

１．公共下水道受益者負担金（繰延資産） 

 ⑴ 償却期間 

    ６年  ★ 

 ⑵ 償却限度額 

   360,000×
12

６×12
＝60,000円 

 ⑶ 償却超過額 

   ０－⑵＝△60,000 

   60,000円＜335,000円  ∴ 60,000円（認 容） 

２．器具備品Ｂ 

 ⑴ 償却限度額 

  ① {(1,800,000＋150,000)－(400,000＋150,000)}×0.500＝700,000円 

  ② (1,800,000＋150,000)×0.12499＝243,730円 

  ③ ①≧②  ∴ 700,000円 ★ 

 ⑵ 償却超過額 

   600,000－⑴＝△100,000 → ０ 

３．保険積立金 

  1,800,000×
１

２
＝900,000円 

 

【租税公課に関する事項】 

１．法人税 

  234,300＋11,272,000＝11,506,300円 

２．地方法人税 

  10,200＋495,900＝506,100円 

３．住民税 

  38,100＋1,837,300＝1,875,400円 

４．附帯税等 

  23,400＋2,300＋1,000＋100＋3,800＋300＋6,400＋600＋75,000＝112,900円 

 

 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－11 － 

計算過程⑵ 

【工事の請負に係る収益・費用に関する事項】 

⑴ 判 定 ★ 

  ① 着工日から引渡し期日までの期間が１年以上 

② 請負の対価の額が 10 億円以上 

③ 請負の対価の額の
１

２
以上が工事の目的物の引渡し期日から１年を経過する日後

に支払われることが定められていない 

∴ 長期大規模工事に該当  

⑵ 収益計上もれ 

   600,000,000×
422,500,000

650,000,000
＝390,000,000円 

 ⑶ 費用計上もれ 

   650,000,000×
422,500,000

650,000,000
＝422,500,000円 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－12 － 

計算過程⑶ 

【交換に関する事項】 

１．交換(法50条) 

⑴ 判 定 

60,000,000－50,000,000＝10,000,000≦60,000,000×20％  ∴ 適用あり★ 

⑵ 譲渡経費の額 

  1,600,000×
50,000,000

80,000,000
＝1,000,000円 

⑶ 圧縮限度額 

  60,000,000－(31,500,000＋1,000,000＋10,000,000)＝17,500,000円  

⑷ 圧縮超過額 

 (60,000,000－31,500,000)－17,500,000＝11,000,000円 

２．買換え(特別勘定) 

⑴ 譲渡経費の額 

  1,600,000×
30,000,000

80,000,000
＝600,000円 

⑵ 差益割合 

30,000,000－(21,450,000＋450,000＋600,000)

30,000,000
＝0.25 ★ 

⑶ 繰入限度額 

30,000,000×0.25×80％＝6,000,000円 

⑷ 繰入超過額 

7,500,000－6,000,000＝1,500,000円 

 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－13 － 

計算過程⑷ 

【減価償却に関する事項】 

１．Ｇ建物 

⑴ 償却限度額 

25,000,000×0.020×
６

12
＝250,000円 

⑵ 償却超過額 

1,000,000－250,000＝750,000円 

⑶ 寄附金認定損 

30,000,000－25,000,000＝5,000,000円 

完全支配関係がある法人への寄附金のため全額損金不算入★ 

２．車両運搬具 

⑴ 償却限度額 

2,500,000×0.400＝1,000,000円≧2,500,000×0.10800＝270,000円 

∴ 1,000,000×
５

12
＝416,666円 ★ 

⑵ 償却超過額 

500,000－416,666＝83,334円 

⑶ 取得価額減額損及び移転価格否認 

  3,500,000－2,500,000＝1,000,000円 

  国外関連者からの高額買入れのため損金不算入 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－14 － 

計算過程⑸ 

【会館建設負担金に関する事項】 

⑴ 償却期間 

50×
７

10
 ＝35年＞10年  ∴ 10年 

⑵ 償却限度額 

250,000×
７

10×12
＝14,583円 

⑶ 償却超過額 

1,500,000－14,583＝1,485,417円 

【リース取引に関する事項】 

⑴ 判 定 

税務上のリース取引であり、リース期間の終了後は名目的な対価の額で譲渡

∴ 所有権移転リース取引 ★ 

⑵ 償却限度額 

※2,430,000×0.400＝972,000円≧※2,430,000×0.10800＝262,440円 

∴ 972,000×
２

12
＝162,000円 ★ 

※ 50,000×４年×12月＋30,000＝2,430,000円 

⑶ 償却超過額 

(100,000＋30,000)－162,000＝△32,000 → ０   



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－15 － 

計算過程⑹ 

【交際費等に関する事項】 

１．特殊関係使用人給与 

渡切交際費500,000円は給与とされるが、営業部長Ｊは甲社役員の弟のため、特殊関係使用人であ

り、過大支給がないため、損金算入★ 

２．交際費等の損金不算入 

⑴ 支出交際費等の額 

① 接待飲食費 

4,450,000円 

② ①以外 

20,000＋1,065,000＋9,373,000－4,450,000＝6,008,000円 

※ 
15,000

３人
＝5,000円≦5,000円  ∴ 交際費等に該当しない 

③ 合 計 

①＋②＝10,458,000円★ 

⑵ 損金算入限度額 

① 接待飲食費基準額 

4,450,000×50％＝2,225,000円 ★ 

② 定額控除限度額 

10,458,000円＞8,000,000×
12

12
＝8,000,000円  ∴ 8,000,000円 

③ ①＜②  ∴ 8,000,000円 

⑶ 損金不算入額 

⑴－⑵＝2,458,000円 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第１予想 答案－16 － 

計算過程⑺ 

【貸倒引当金等に関する事項】 

⑴ 期末一括評価金銭債権 

（390,000,000－125,000,000 — 175,000,000）＋76,613,500＋41,232,500＋20,000,000＋1,500,000＋

100,000 

＋1,000,000= 

230,446,000円  

⑵ 貸倒実績率 

(2,500,000＋400,000)×
12

36

(125,426,000＋126,369,500＋126,200,000)÷３
＝0.00767… → 0.0077★（小数点以下４位未満切上）

⑶ 実質的に債権とみられないものの額 

① 原則法 

2,250,000円＜3,000,000円  ∴ 2,250,000円 

② 簡便法 

230,446,000×※0.017＝3,917,582円 

※ 
6,743,500

385,250,000
＝0.0175… → 0.017 ★ 

③ ①＜②  ∴ 2,250,000円 

⑷ 繰入限度額 

① 実積率 

230,446,000×0.0077＝1,774,434円 ★  

② 法定繰入率 

(230,446,000－2,250,000)×
６

1,000
＝1,369,176円 

 ③ ①＞②  ∴ 1,774,434円 

⑸ 繰入超過額 

(1,600,000＋250,000)－1,774,434＝75,566円 
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Ｚ－73－Ｄ ラストスパート模試 第２予想〔第一問〕答案用紙 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－1 － 

問１    
事例 当期に損金に算入される金額とその理由 

１ 

費用計上額は損金算入される。 

事業に関係のある者等に対する接待等のための支出は交際費等とされているが、本問情報

提供の対価としての金品の交付は、あらかじめ締結された契約（提供を受ける役務の内容

が当該契約において具体的に明らかにされている。）に基づくものであり、その対価とし

て相当額である。したがって、交際費等の額ではなく、情報提供料に該当し、当期に債務

の確定した費用として、損金の額に算入される。 

２ 

損金算入されない。 

本問支出は、Ｆがあらかじめ甲社の取締役会に諮ることなく、自らの意思で決定している

ため、個人的費用と考えられ、役員Ｆに対する経済的利益の供与として役員給与に該当す

ることになる。したがって、役員給与の損金不算入の規定が適用され、定期同額給与、事

前確定届出給与、業績連動給与のいずれにも該当しないものとして、損金算入される金額

はない。 

 

３ 

費用計上額のうち繰延資産の償却限度額に達するまでの金額が損金算入される。 

法人が固定資産として使用する土地、建物等の宅地開発等の許可を受けるために地方公共

団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充

てるものとして支出する負担金等の額のうち、たとえば、団地の周辺又は後背地に設置さ

れるいわゆる緩衝緑地等のように主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公

共的施設に係る負担金等の額は、自己が便益を受けるために支出する費用で支出の効果が

その支出の日以後一年以上に及ぶものであるため、繰延資産に該当する。なお、その償却

期間は８年とされている。本問の負担金の額は、自己の工場建設の許可を受けるため、周

辺住民の生活環境の保持の目的で、隣接するＨ市所有地に緩衝緑地を設置する費用である

ことから、償却期間８年間の繰延資産として取り扱う 

４ 

損金算入されない 

資産除去債務は、将来、発生することが見込まれる費用の見積りを行うものであり、債務

が確定したものではない。したがって、利息費用として費用計上した金額は、損金の額に

算入されない。 

 

 

 
 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－2 － 

問２ 

売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－3 － 

売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－4 － 

点売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－5 － 

売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｚ－73－Ｄ ラストスパート模試 第２予想〔第二問〕答案用紙 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－6 － 

   表 １ 

法人名 甲 株式会社   

 

 

 

 

令和５年４月１日
 

令和６年３月31日
  事業年度分の法人税額の計算 

内     容 金   額 法人税額の計算過程 

所 得 金 額 178,441,000 (千円未      満切捨) 

同
上
の
内
訳 

年800万円以下の金額 ① 8,000,000 
【特別控除額】 

 ⑴ 判定（判定★） 

適用除外事業者のため、中小企業

者等の特例は適用できない。一方、

当期の所得金額が前期の所得金額以

下であるため、総額制度の適－

127,500）＋24,731,000－1,000,000

＝80 

年80 0万円超の金額 ② 170,441,000 

税 
 
 

額 

① ×★19 ％  1,520,000 

② × 23. ％ 39,542,312 

税  額  計 41,062,312 

試 験 研 究 費 の 特 別 控 除 額 10,265,578 

差 引 法 人 税 額 30,796,734 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－7 － 

  

 

差 引 法 人 税 額 30,796,734 
 

  

 

使途秘匿金に係る特別税

額 

法 人 税 額 計 

★ 1,200,000

30,796,734

【特別税額】 

  

 

差引所得に対する法人税額 31,996,700 (百円   未   満切捨) 

中間申告分の法人税額 ★ 24,750,000 
 

差 引 確 定 法 人 税 額 7,246,700 
 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－8 － 

 

 表 ２ 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その１）                 (単位：円) 

区          分 総      額 

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額         85,000,000 

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 

損 金 経 理 住 民 税 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 

損 金 経 理 過 怠 税 

損 金 経 理 附 帯 税 等 

繰 延 消 費 税 額 等 損 金 不 算 入 額 

（当 期 発 生 分） 

棚 卸 資 産 過 大 計 上 否 認 

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入

土 地 Ｌ 計 上 も れ 

土 地 Ｌ 圧 縮 超 過 額 

圧 縮 特 別 勘 定 繰 入 超 過 額 

減 価 償 却 超 過 額 

（建 物 Ｐ） 

（機 械 装 置 Ｇ） 

一括償却資産損金算入限度超過額認容 

（当 期 発 生 分） 

未 払 寄 附 金 否

仮 払 交 際 費 消 却 否

費 途 不 明 金 否

貸 付 金 計 上 も

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入

★         25,550,000 

★          1,124,000 

         3,987,400 

        50,000,000 

★           94,500 

★          393,000 

  

★          1,620,000 

★          6,000,000 

★         11,460,000 

★          250,000 

★         2,115,200 

★          844,800 

 

★          150,671 

★          127,500 

 

★          225,000 

★           100,000 

★           276,000 

★          3,000,000 

★           560,000 

★         20,670,550 

 

 

 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－9 － 

 表 ２ 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その２）                 (単位：円) 

区          分 総      額 

加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

損 金 経 理 法 人 税 

損 金 経 理 地 方 法 人 税 

損 金 経 理 住 民 税 

損 金 経 理 納 税 充 当 金 

損 金 経 理 過 怠 税 

損 金 経 理 附 帯 税 等 

繰 延 消 費 税 額 等 損 金 不 算 入 額 

（当 期 発 生 分） 

棚 卸 資 産 過 大 計 上 否 認 

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入

土 地 Ｌ 計 上 も れ 

土 地 Ｌ 圧 縮 超 過 額 

圧 縮 特 別 勘 定 繰 入 超 過 額 

減 価 償 却 超 過 額 

（建 物 Ｐ） 

（機 械 装 置 Ｇ） 

一括償却資産損金算入限度超過額認容 

（当 期 発 生 分） 

未 払 寄 附 金 否

仮 払 交 際 費 消 却 否

費 途 不 明 金 否

貸 付 金 計 上 も

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入

★         25,550,000 

★          1,124,000 

         3,987,400 

        50,000,000 

★           94,500 

★          393,000 

  

★          1,620,000 

★          6,000,000 

★         11,460,000 

★          250,000 

★         2,115,200 

★          844,800 

 

★          150,671 

★          127,500 

 

★          225,000 

★           100,000 

★           276,000 

★          3,000,000 

★           560,000 

★         20,670,550 

 

 

 

 

小          計 128,548,621 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－10 － 

(計算過程は別紙に記入すること) 

所得の金額の計算に関する明細書（その３）              (単位：円) 

区          分 総      額 

減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算 

納 税 充 当 金 支 出 事 業 税 等 

減 価 償 却 超 過 額 認 容 

（建 物 Ｎ） 

繰延消費税額等損金算入限度超過額

認 容 

（前期発生分） 

一括償却資産損金算入限度超過額認

容 

（前期発生分） 

貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額 認 容 

売 上 計 上 も れ 認 容 

土 地 Ｊ 帳 簿 価 額 認 定 損 

 
 
 

 

★   

13,500,000 

 

★   

1,800,000 

 

★   

1,200,000 

 

★   

4,800,000 

★   

692,324 

★   

10,000,000 

★   

6,000,000 

 

小          計 37,992,324 

仮            計 175,556,297 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入            2,885,024 

  

  

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計  178,441,321 

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額  178,441,321 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－11 － 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その１） 

【利益積立金額の一部に関する事項】 

１．繰延消費税額等（前期発生分） 

⑴ 損金算入限度額 

5,400,000÷(１－ 
12

60
×
１

２
 )×

12

60
＝1,200,000円 

⑵ 損金算入限度超過額 

  ０－⑴＝△1,200,000 

  1,200,000円＜5,400,000円  ∴ 1,200,000円(認容) 

２．一括償却資産（前期事業供用分） 

⑴ 損金算入限度額 

   9,600,000÷(1－
12

36
)×

12

36
＝4,800,000円 

⑵ 

  

【同族会社の判定】 

 ⑴ Ａグループ  1,000株＋300株＝1,300株 

 ⑵ Ｂグループ  600株 

 ⑶ Ｃグループ  300株 

 ⑷ 合 計  
⑴＋⑵＋⑶

3,000株―200株
＝78.57…％ 

 ⑸ ⑷＞50％  ∴ 同族会社 ★ 

 

【自己株式】 

⑴ 交付金銭等の額 

50,000×200株＝10,000,000円 

⑵ 取得資本金額 

45,000,000×
200株

3,000株
＝3,000,000円 ★ 

⑶ 利益積立金額減少額 

⑴－⑵＝7,000,000円 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－12 － 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その２） 

【租税公課】 

１．損金経理法人税 

  24,750,000＋800,000＝25,550,000円 

２．損金経理地方法人税 

  1,089,000＋35,600＝1,124,600円 

３．損金経理住民税 

  3,861,000＋126,400＝3,987,400円 

４．損金経理附帯税等 

  154,500＋42,000＝196,500円 

５．繰延消費税額等（当期発生分） 

⑴ 判定(80％未満) 

 経費に係るもの    ∴ 交際費等に係るもの以外は損金算入 

⑵ 損金算入限度額 

1,800,000×
12

60
×

１

２
＝180,000円 

⑶ 損金不算入額 

1,800,000－⑴＝1,620,000円 

  

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－13 － 

 別 紙

所得の金額の計算に関する計算過程（その３） 

【役員給与】 

１．判断の理由 

⑴ 株主との関係上、役員としての経営上の責任から減額した事由は、減額前の支給額が同額であればそ

の減額前は定期同額給与となり、減額後の支給額が同額であれば、その減額後は定期同額給与 ★ 

⑵ 役員Ａについての養老保険料は、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、生命保険金の受取人が甲社

となっており、特定の者が被保険者となっているものであるため、２分の１が資産計上、２分の１が役

員給与となるが、保険料に係る給与は、定期同額給与 ★ 

⑶ 使用人兼務役員等の判定（判定★）  

氏  名 50％超 10％超 ５％超 判 定  

Ｅ × ― ― 使用人兼務役員  

Ｈ（非経営従事） ― ― ― 使用人  

   Ｇは使用人以外の者であり、経営に従事しているため、みなし役員★ 

２．損金不算入給与 

Ｃは使用人兼務役員でないため  800,000円 ★ 

３．過大役員給与 

実質基準の過大支給分がないため、形式基準により計算した金額が過大役員給与となる。 

⑴ 取締役 

 {(82,400,000＋14,560,000＋28,800,000＋2,300,000)＋4,800,000×
１

２
－800,000－※10,300,000－

(14,000,000＋2,600,000） 

－(10,000,000＋1,800,000)－10,300,000}－80,000,000＝660,000円 ★ 

  ※ Ｅの使用人分 9,600,000＋800,000＝10,400,000円＞9,600,000＋700,000＝10,300,000円  ∴

10,300,000円 

 ⑵ 監査役 

   (14,000,000＋2,600,000)－20,000,000＝△3,400,000 → ０ 

 ⑶ 合 計 ⑴＋⑵＝660,000円 

４．退職給与 

  60,000,000－50,000,000＝10,000,000円 

５．合 計 

２．＋３．＋４．＝11,460,000円 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－14 － 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その４） 
 

【借地権】 

１．土地帳簿価額の一部損金算入 

 ⑴ 判 定 

   
18,750,000－6,250,000

18,750,000
≧

５

10
 ∴著しい低下あり  

 ⑵ 損金算入額 

   9,000,000×
12,500,000

18,750,000
＝6,000,000円 

２．買換え 

⑴ 譲渡経費 

  2,700,000円 

⑵ 差益割合 

12,500,000－(6,000,000＋2,700,000)

12,500,000
＝0.304 ★ 

⑶ 圧縮限度額 

7,500,000＋250,000＝7,750,000円＜12,500,000円  ∴ 7,750,000円 

7,750,000×0.304×80％＝1,884,800円 

⑷ 圧縮超過額 

  4,000,000－⑶＝2,115,200円 

３．特別勘定 

⑴ 繰入限度額 

12,500,000－7,750,000＝4,750,000円 

4,750,000×0.304×80％＝1,155,200円 

⑵ 繰入超過額 

2,000,000－1,155,200＝844,800円 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－15 － 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その５） 
 

【保険差益金】 

１．圧縮記帳 

⑴ 滅失経費 

750,000円 

⑵ 差引保険金 

25,000,000－750,000＝24,250,000円 

⑶ 保険差益金 

24,250,000－（10,750,000＋1,800,000）＝11,700,000円  

⑷ 圧縮限度額 

11,700,000×
※22,500,000

 24,250,000
＝10,855,670円 ★ 

※ 24,250,000円＞22,500,000円  ∴ 22,500,000円 

10,855,670×
21,775,000＋500,000

22,500,000
＝10,747,113円  

⑸ 圧縮超過額 

 15,000,000－10,747,113＝4,252,887円 

２．減価償却（建物Ｐ） 

⑴ 償却限度額 

(22,500,000－※10,855,669)×0.030＝349,329円  

※ 10,747,113×
22,500,000

21,775,000＋500,000
＝10,855,669円  

⑵ 償却超過額 

 500,000－349,329＝150,671円 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－16 － 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その６） 

【減価償却等】 

１．機械装置Ｑ 

 ⑴ 償却限度額 

  ① 3,750,000×0.286＝1,072,500円 

  ② 5,000,000×0.08680＝434,000円  

  ③ ①≧②  ∴ 1,072,500円 

 ⑵ 償却超過額 

   1,200,000－⑴＝127,500円 

２．器具備品Ｒ・Ｓ 

 ⑴ 判 定（判定★） 

  ① 器具備品Ｒ 

    90,000円＜200,000円  ∴ 一括償却資産に該当 

  ② 器具備品Ｓ 

    180,000円＜200,000円  ∴ 一括償却資産に該当 

 ⑵ 償却方法の判定 

  ① 器具備品Ｒ 

    90,000×0.250×
６

12
＝16,875円＜90,000×

12

36
＝30,000円  ∴ 一括償却有利 

  ② 器具備品Ｓ 

    180,000×0.500×
６

12
＝45,000円＜180,000×

12

36
＝60,000円  ∴ 一括償却有利 

 ⑶ 損金算入限度額 

  （450,000＋900,000）×
12

36
＝450,000円 

 ⑷ 損金算入限度超過額 

  （225,000＋450,000） －⑶＝225,000円 

 



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－17 － 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その７） 

【交際費等】 

⑴ 支出交際費等 

① 接待飲食費 

19,937,500＋※60,000＝19,997,500円 ★ 

※ 
60,000

６
＝10,000円＞5,000円  ∴ 接待飲食費に該当 

② ①以外 

106,800＋400,000＋1,040,000＋(28,837,500－19,937,500)＋200,000＋25,000＝10,671,800円 

③ 合 計 

①＋②＝30,669,300円  

⑵ 損金算入限度額 

① 接待飲食費基準額 

19,997,500×50％＝9,998,750円 

② 定額控除限度額 

30,669,300円＞8,000,000×
12

12
＝8,000,000円  ∴ 8,000,000円 ★ 

③ ①＞②  ∴ 9,998,750円 

⑶ 損金不算入額 

⑴－⑵＝20,670,550円 

 

 

 

 

  



 

 
評  点 

受 験 地      

 
受 験 番 号      

第２予想 答案－18 － 

 

 別 紙 

所得の金額の計算に関する計算過程（その８） 

【寄附金】 

⑴ 支出寄附金（内訳★） 

① 指定寄附金等 

800,000円 

② 特定公益増進法人等    

200,000円 

③ 一般寄附金 

4,000,000＋40,000＝4,040,000円 

④ 合 計 

①＋② 

計算過程★） 

(イ) 資本基準額 

(45,000,000―3,000,000)×
12

12
×

3.75

1,000
＝157,500円 

(ロ) 所得基準額 

(175,556,297＋5,040,000)×
6.25

100
＝11,287,268円 

(ハ) ((イ)＋(ロ))×
1

２
＝5,722,384円 

⑶ 損金不算入額  

5,040,000－800,000－※200,000－1,154,976＝2,885,024円 

※ 200,000円＜5,722,384円  ∴ 200,000円 
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Ｚ－73－Ｄ ラストスパート模試 第３予想〔第一問〕答案用紙 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－1 － 

問１ 

⑴（10点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵（10点） 

売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－2 － 

⑶（15点） 

事実関係 損金算入の可否とその理由 

１ 

損金算入されない  

債権放棄は、経営支援の一環として行われたものであり、支援しなければならない合理的な理

由が存在しないため、反対給付のない事業関連性が不明確な費用として、その費用の額が経済

的利益の無償の供与をした場合のその供与の時における価額として、寄附金の額となる。ま

た、Ａ社は法人による完全支配関係がある他の内国法人に該当する。したがって、損金算入さ

れない。 

 

 

  

２ 

損金算入される 

外国政府等に対する金銭債権につき、長期にわたる債務の履行遅滞により経済的な価値が著し

く減少し、かつ、弁済を受けることが著しく困難である場合の金銭債権は、個別評価金銭債権

に該当し、その個別貸倒引当金繰入限度額は、その個別評価金銭債権の額の 50％相当額ため 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

損金算入される 

本件では、裁判所の許可を受けた更生手続の一環として 50万円を超える部分の金額に相当する

債権の放棄が行われるものであることから、たとえ債権者が債権の一部を放棄することを選択

したとしても、それは経済的な価値判断に基づくものであり、放棄された部分の債権相当額を

債務者に対する寄附金とすることは相当でないことになるため 

 

 

 

 

 



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－3 － 

問２ 

⑴ 完全支配関係がある法人の間の取引の損益について 

① 譲渡損益の繰延べの適用要件 

内国法人（普通法人又は協同組合等に限る。）が譲渡損益調整資産を完全支配関係がある他の内国法人（普

通法人又は協同組合等に限る。）に譲渡した場合 

 

 

  ② 譲渡損益の戻入れがされる場合 

⑴ 譲渡等があった場合 

内国法人が□1の適用を受けた場合において、譲受法人においてその譲渡損益調整資産の譲渡、償却等

の事由が生じたときは、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額相当額として一定の金

額は、各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。 

⑵ 完全支配関係を有しないこととなった場合 

内国法人が□1の適用を受けた場合において、その内国法人が譲受法人との間に完全支配関係を有しな

いこととなったときは、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額相当額は、その有しな

いこととなった日の前日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。 

 

  



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－4 － 

⑵ 法人による完全支配関係がある内国法人間の金銭の贈与について 

① 所得計算上の取扱い 

内国法人がその内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、

各事業年度の益金の額に算入しない。 

内国法人がその内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の

額は、各事業年度の損金の額に算入しない。 

 

② 帳簿価額上の取扱い 

法人との間に完全支配関係がある子法人の株式等について寄附修正事由（子法人が□4 の適用があるもの

を受け又は□5の適用があるものを支出したことをいう。）が生じた場合には、次の金額を利益積立金額及び

寄附修正事由が生じた時の直前の子法人の株式等の帳簿価額に加算する。  





子法人が受け

た受贈益の額
×持分割合  － 





子法人が支出し

た寄附金の額 
×持分割合  

 

 

点） 



Ｚ－73－Ｄ ラストスパート模試 第３予想〔第二問〕答案用紙 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－5 － 

答案用紙の損益計算書及び株主資本等変動計算書を完成させなさい。なお、損益計算書の草案については、
必要に応じ「修正金額」欄を＋（増額）又は△（減額）で記入し、「草案の金額」を修正したうえで「修
正後の金額」を示しなさい。 

損 益 計 算 書⑴                               (単位：円) 

科    目 
草 案 の 金 額 

修 正 金 額 
修正後の金額 

借  方 貸  方 借  方 貸  方 

完 成 工 事 高  5,915,340,000    

完 成 工 事 原 価 4,060,000,000     

販 売 費 2,327,750,000     

減 価 償 却 費      

貸 倒 引 当 金 繰 入      

交 際 費 32,316,000     

寄 附 金 12,060,000     

租 税 公 課 71,998,000     

支 払 リ ー ス 料 3,000,000     

その他の一般管理費 394,091,495   
  

繰 延 資 産 償 却      

家 賃 収 入  587,200,000    

地 代 収 入  14,750,000    

受 取 利 息 配 当 金  6,300,000    

有 価 証 券 譲 渡 益  800,000    

そ の 他 の 収 益  441,722,000    

先 物 利 益      

支 払 利 子 120,000,000     



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－6 － 

損 益 計 算 書⑵                                (単位：円) 

科  目 
草 案 の 金 額 

修 正 金 額 
修正後の金額 

借  方 貸  方 借  方 貸  方 

雑 損 失 30,400,000     

そ の 他 の 費 用 15,800,860     

土 地 譲 渡 益  330,000,000    

貸倒引当金戻入      

      

当期分法人税等 1,141,545     

当 期 純 利 益 227,554,100     

計 7,296,112,000 7,296,112,000    

 

  



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－7 － 

株主資本等変動計算書                             (単位：円) 

 株主資本 

資 本 金 資本剰余金 

利益剰余金 

利益剰余金 
合   計 利  益 

準 備 金 

その他利益剰余金 

特別償却 
準 備 金 

繰越利益 
剰 余 金 

前期末残高 100,000,000 0 25,000,000 1,844,000 △ 13,200,000 13,644,000 

当期変動額 
      

剰余金の 
配当 

      

特別償却 
準備金の 
取崩し 

      

特別償却 
準備金の 
積立て 

      

当期純利 
益 

      

当期変動額 
合計 

      

当期末残高       



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－8 － 

計算や法的判定のプロセス⑴                        (単位：円) 

［工事の請負］ 

  

 

［減価償却］ 

 

 



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－9 － 

計算や法的判定のプロセス⑵                            (単位：円) 

［貸倒引当金］ 

 

［交際費］ 

 

 



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－10 － 

計算や法的判定のプロセス⑶                           (単位：円) 

［寄附金］ 

 

［租税公課］ 

 

［デリバティブ取引］ 

 



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－11 － 

 計算や法的判定のプロセス⑷                           (単位：円) 

［受取利息配当金］ 

 

 



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－12 － 

所得金額の計算⑴                                  (単位：円) 

 内    容 金   額 所得金額に関する計算又は検討過程 

 当期純利益   
※ 決算に織り込めない申告書での調整事項に限

る。記載場所順不同。 

加

算 

 

 

   

 加 算 小 計   

 



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－13 － 

所得金額の計算⑵                                  (単位：円) 

 内    容 金   額 所得金額に関する計算又は検討過程 

減

算 

    

 

 

 減 算 小 計   

 仮    計   

   

 

合 計 

差 引 計 

 

 

総 計 

  

 所 得 金 額   



 

       
評  点 

受 験 地      
 
 

 
受 験 番 号      

 
 

第３予想 答案－14 － 

法人税額の計算                                   (単位：円) 

内   容 金   額 法人税額の計算又は検討過程 

所 得 金 額  ,000 
※ 控除税額の計算は下の指定部分で行うこと。 

 

法 人 税 額   

差 引 法 人 税 額   

留 保 金 に 対 す る 税 額   

 

法 人 税 額 計 
  

控 除 税 額   

差引所得に対する法人税額  00 

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額   

差 引 確 定 法 人 税 額    
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